
港区細街路拡幅整備要綱 
平成２５年 １月 ４日 
２４港街土第１７１９号 

（目的） 
第１条 この要綱は、港区内の幅員４メートル未満の細街路を４メートルに拡

幅整備することにより、区民等の快適な歩行環境の創出、住環境の形成並び

に災害時における円滑な救助活動体制の確保及び避難路としての防災機能の

拡充を図り、もって区民等が安全で安心して生活できる、人にやさしいまち

づくりに資することを目的とする。 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 
（１）細街路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第４２条第２項の規定による道路及び区長が特に必要と認めた幅員４メー

トル未満の道路をいう。 
（２）後退用地 敷地の一部で、当該敷地と細街路との境界線と前号の法第４

２条第２項の規定による道路の境界線との間にある土地をいう。 
（３）隅切用地 東京都建築安全条例（昭和２５年東京都条例第８９号）第２

条の規定により、角敷地の建築制限を受ける部分の土地で、細街路に接す

るものをいう。 
（４）拡幅整備 後退用地又は隅切用地（以下「後退用地等」という。）を一般

の交通の用に供することのできる道路形態にすることをいう。 
（５）建築 法第２条第１３号に規定する建築をいう。 
（６）建築主 細街路に接する土地（以下「敷地」という。）で建築を行う法第

２条第１６号に規定する者をいう。 
（７）土地所有者 後退用地等の所有権を有する者をいう。 
（８）建築主等 建築主及び土地所有者をいう。 
（９）建築敷地 細街路に接して建築を行おうとする土地をいう。 
（事前協議） 
第３条 建築主等は、細街路に接する建築敷地において、法第６条（法第１８

条及び第８８条の規定により準用する場合を含む。）の規定により建築確認の

申請をするときは、次の事項について、事前に区長と協議を行うものとする。 
（１）後退用地等の区域に関すること。 
（２）後退用地等の権原及び使用に関すること。 
（３）後退用地等の整備の方法に関すること。 
（４）後退用地等の維持管理に関すること。 
（５）その他区長が必要と認める事項 
２ 区長と建築主等との間で、前項に規定する事前協議が整った場合は、その

証として協議書を締結するものとする。 
３ 前項の協議書の内容に変更が生じた場合は、別途協議するものとする。 
（任意協議） 
第４条 区長は、特に必要があると認めるときは、細街路の拡幅整備に関する



協議が行われていない後退用地等について、土地所有者に対して改めて細街

路の拡幅整備に関し、任意協議を申し入れることができる。 
２ 前項に定めるところによるほか、土地所有者は、区長に対して細街路の拡

幅整備に関し、任意協議を申し入れることができる。 
３ 協議の内容及び手続については、前条の規定を準用する。 
（協議の承継） 
第５条 建築主等は、前２条の規定による協議（以下「細街路協議」という。）

の成立後に後退用地等の権利を移転しようとするときは、当該権利を移転す

る相手方に、細街路協議により生じる建築主等の責務を必ず承継させなけれ

ばならない。 
（拡幅整備工事） 
第６条 細街路協議が成立した場合、後退用地等の拡幅整備工事は、原則とし

て区長が行うものとする。ただし、建築主等が区からの助成金を利用し、自

ら工事を行う方法を選択した場合は、当該建築主等が拡幅整備工事を行うこ

とができる。 
２ 区長は、細街路協議に基づき、区長が管理する後退用地等について、必要

に応じて調査測量等を行うことができる。 
３ 第８条第１項各号に掲げる者は、自ら後退用地等の拡幅整備工事及び調査

測量等を行わなければならない。ただし、区長が特に必要があると認める場

合は、この限りでない。 
（助成金の交付） 
第７条 区長は、細街路の拡幅整備に必要な費用について、別に定める要領（以

下「要領」という。）の規定により、予算の範囲内で建築主等に助成金を交付

することができる。 
（区による拡幅整備工事及び助成金交付の対象） 
第８条 事前協議に基づく拡幅整備工事であって、次の各号のいずれかに該当

する者が行うものについては、第６条の規定による区による拡幅整備工事及

び前条の規定による助成金の交付対象から除外する。ただし、区長が特に必

要があると認める場合は、この限りでない。 
（１）建築敷地面積５００㎡以上の土地で建築を行う者 
（２）国、地方公共団体、学校法人、公益法人等の団体 
（３）大企業（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に

規定する中小企業者以外の事業を営む者） 
（４）販売又は賃貸のための建築を行う宅地建物取引業法（昭和２７年法律第

１７６号）に規定する宅地建物取引業者 
２ 任意協議に基づく拡幅整備工事については、前項各号に掲げる者が行う場

合であっても、第６条の規定による区による拡幅整備工事及び前条の規定に

よる助成金交付の対象とする。 
（助成金の交付申請） 
第９条 建築主等は、第７条の規定により助成金の交付を受けようとするとき

は、要領の定めるところにより区長に申請しなければならない。 
２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、審査を行い、助成金交付



の可否を決定するものとする。 
（助成金の交付決定の取消し及び返還） 
第１０条 区長は、建築主等が偽り又は不正な手段により助成金の交付決定を

受けた場合は、当該助成金の交付決定を取り消すことができる。この場合に

おいて、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め

ることができる。 
２ 第８条第１項各号に掲げる者は、第４条第２項の任意協議に基づく助成金

の交付を受けた後退用地等に接する建築敷地において、助成金交付の日から

５年以内に建築を行った場合は、交付された助成金を速やかに返還しなけれ

ばならない。 
（後退用地等の管理） 
第１１条 細街路協議により後退用地等の管理者となった者は、拡幅整備され

た後退用地等を適正に維持管理するものとする。 
（後退用地等の表示） 
第１２条 細街路協議が整い、拡幅整備工事が完了した後退用地等については、

完了したことを証するため、道路に境界標又は後退表示標を設置するものと

する。 
（所有権移転登記手続） 
第１３条 細街路協議に基づき、後退用地等の所有権を区に移転する場合にお

いて、土地所有者から依頼があったときは、区長は土地所有者に代わり所有

権の移転登記手続を行うことができる。 
（非課税手続） 
第１４条 細街路協議に基づき、区長が管理する後退用地等に係る固定資産税

及び都市計画税の非課税手続について、土地所有者から依頼があったときは、

区長は土地所有者に代わり都税事務所に申請することができる。 
（是正の勧告等） 
第１５条 区長は、建築主等が細街路協議の内容を故意に実行せず、又は正当

な理由なく遅延させた場合は、指導、助言又は是正の勧告を行うことができ

る。 
（適用除外） 
第１６条 次に掲げる事業の実施に伴う細街路の拡幅整備については、それぞ

れ当該法律に定めるところにより行うものとする。 
（１）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する開発行為 
（２）都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条第１号に規定する市街

地再開発事業 
（委任） 
第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 


